
議
第
五
号
議
案

群
馬
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
群
馬
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

群
馬
県
議
会
議

議
会
運
営
委
員
会
の
諮
問
に

交
渉
団
体
か
ら
選
出
さ
れ
た

委
員
長

員
選
挙
区
等
検

基
づ
く
、
群
馬
県
議
会
の
議

議
員

討
委
員
会

員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及

び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙

す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る

協
議
又
は
調
整

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

群
馬
県
議
会
議
員
選
挙
区
等
検
討
委
員
会
の
設
置
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。


